
 

研修室２・３使用基準  
 

１ 使用目的  

公益財団法人広島平和文化センター（以下「センター」という。）並びに「国際交流ネットワー

クひろしま」に加入している団体及びセンターが認めた団体等が、多文化共生、国際交流・協力事

業を効果的かつ積極的に実施するために必要な研修、会議等の場として使用する。営利を目的とす

るもの、特定の宗教・政治活動に該当する場合は使用を認めない。また、原則として、広く市民が

参加できるなど公開されている活動に限る。  

 

２ 使用基準  

次の各号のいずれかに該当する場合のみ、使用を認める。  

⑴ センターが主催・共催・協力する事業、研修及び会議等  

⑵ 「国際交流ネットワークひろしま」に加入している団体が実施する多文化共生、国際交流・協

力に関する事業・研修及び会議等  

⑶ その他センターが必要と認めた活動  

 

３ 使用団体  

次の各号のいずれかに該当する場合のみ、使用を認める。  

⑴   センターが主催・共催・協力する団体  

⑵ 「国際交流ネットワークひろしま」に加入している団体  

⑶ その他センターが使用を認めた団体  

 

４ 使用制限  

「国際交流ネットワークひろしま」加入団体にあっては、より多くの団体への利用の機会を確保

するため、原則として２室同時の使用は認めない。また、使用は 1 日１回とし、１回当たりの使用

時間は、原則として４時間以内とする。  

ただし、センターが主催・共催・協力する事業及び必要と認めた場合にはこの限りではない。  

 

５ 使用時間  

 ⑴ 月～金曜日      午前９時～午後８時３０分（鍵・備品の受渡しは午後６時まで） 

土・日曜日及び祝日  午前９時～午後７時（鍵・備品の受渡しは午後５時まで） 

 ⑵ 年末年始（１２月２９日～１月３日）、５月３日～５月５日、８月４日～８月６日は使用でき  

ない。  

⑶ その他、センターの主催事業等により、使用できない場合がある。  

⑷ 使用時間には、準備・整理の時間を含む。  

  ※貸出備品：プロジェクター、スクリーン、拡声器（ワイヤレスマイク、有線マイク）など。 

※テレビ、ビデオ、カセットデッキ、延長コードは各研修室に常備されている。  

 

６ 申込方法  

⑴ 申込みは、使用月を含む３か月前の１日から所定の申込書の提出にて受付ける。受付は先着順。 

事前に電話での予約も可能とする。なお、警備員室での申し込みは受け付けない。  

⑵ 申込受付時間  

月～金曜日      午前９時～午後６時  

  土・日曜日及び祝日  午前９時～午後５時  

⑶ 上記５⑵及び⑶は受付を行わない。  

⑷ 使用終了後は使用報告書を提出すること。  

 

７ 使用料  

無料  

 

  附則  

  この使用基準は、平成３０年３月１日から施行する。  

附則  

この使用基準は、令和４年４月１日から施行する。



  

ボランティア活動コーナー使用基準  
 

１  使用目的  

公益財団法人広島平和文化センター（以下「センター」という。）並びにセンターが共催・協力する

団体及び「国際交流ネットワークひろしま」に加入している団体が、多文化共生、国際交流・協力に

関する事業、研修及び会議等に必要な情報収集、資料作成及び資料送付等の作業をする場として使用

する。営利を目的とするもの、特定の宗教・政治活動に該当する場合は使用を認めない。  

 

２  使用基準  

次の各号のいずれかに該当する場合のみ、使用を認める。  

⑴ センター並びにセンターが共催・協力する団体が、その事業に必要な情報収集、資料作成及び

資料送付等の作業  

⑵ 「国際交流ネットワークひろしま」に加入している団体が実施する多文化共生、国際交流・協

力に関する事業、研修及び会議等に必要な情報収集、資料作成及び資料送付等の作業  

 

３  使用者（個人・団体）  

次の各号のいずれかに該当する場合のみ、使用を認める。 

⑴ センター並びにセンターが共催・協力する団体  

⑵ 「国際交流ネットワークひろしま」に加入している団体  

 

４  使用時間  

⑴ 月～金曜日      午前９時～午後７時（鍵の受渡しは午後６時まで）  

土・日曜日及び祝日  午前９時～午後７時（鍵の受渡しは午後５時まで）  

⑵ 年末年始（１２月２９日～１月３日）、５月３日～５月５日、８月４日～８月６日は使  

用できない。  

⑶ その他、センターの主催事業等により、使用できない場合がある。  

 

５ 申込方法  

⑴ 所定の申込書の提出にて受付ける。受付は先着順。事前に電話での予約も可能とする。  

なお、警備員室での申し込みは受け付けない。  

⑵ 申込受付時間  

月～金曜日      午前９時～午後６時  

 土・日曜日及び祝日  午前９時～午後５時  

⑶ 上記４⑵及び⑶は受付を行わない。  

⑷ 使用終了後は使用報告書を提出すること。  

 

６ 使用料  

無料（印刷機の使用は、製版１枚につき３０枚以上の印刷に限る。）  

 

７ その他  

  ボランティア活動コーナーに設置する印刷機、紙折機、コピー機、パソコンの利用については、

ボランティア活動コーナーの使用時間に準ずる。（パソコンのインターネットは利用不可）  

 

 

附則  

この使用基準は、平成３０年４月１日から施行する。  

附則  

この使用基準は、令和４年４月１日から施行する。  

 

 

 


